
議案第 32号 

 

財産の無償貸与について 

 

次の財産を無償で貸与することについて、地方自治法（昭和 22 年法律第

67号）第 96条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

 

１ 財産の名称 旧青年の家、旧悠遊館、野球場、屋内運動場 A、テニスコ

ート、ゲートボールコート、キャンプ場、旧アスピア学園

校舎・寄宿舎・食堂 
２ 財産の所在 多可町加美区豊部 1840 番地 53 ほか 
３ 財産の種類  

土地（加美区豊部字フショ谷山 1840番 51  地目：雑種地 面積： 5,884.00㎡）  

土地（加美区豊部字フショ谷山 1840 番 52  地目：雑種地 面積： 8,359.00 ㎡）  

土地（加美区豊部字フショ谷山 1840 番 53  地目：宅地   面積：11,991.58 ㎡）  

土地（加美区豊部字上嶋   1857番 1   地目：雑種地 面積：  983.00㎡）  

土地（加美区豊部字上嶋   1860番 4   地目：雑種地 面積：  931.00㎡）  

土地（加美区豊部字上嶋   1879 番 1   地目：宅地  面積： 1,874.10 ㎡） 

土地（加美区豊部字上嶋   1880 番 1   地目：雑種地 面積： 5,534.00 ㎡） 

土地（加美区豊部字上嶋   1884 番     地目：雑種地 面積：   264.00 ㎡）  

土地（加美区豊部字上嶋   1887 番 1   地目：雑種地 面積： 4,088.00 ㎡） 

土地（加美区豊部字上嶋   1898 番 1   地目：雑種地 面積：   638.00 ㎡） 

土地（加美区豊部字上嶋   1900 番 1   地目：雑種地 面積： 3,475.00 ㎡） 

土地（加美区豊部字上嶋   1910 番 6   地目：雑種地 面積： 2,596.00 ㎡） 

土地（加美区豊部字上嶋   1922 番 11  地目：雑種地 面積： 4,218.00 ㎡） 

４ 貸与期間 令和２年４月１日～令和３年３月 31 日（１年間） 
５ 貸与の相手方 住所 兵庫県加古川市加古川町稲屋 790番地の１  

氏名 富士コンピュータ株式会社 

 代表取締役 森 和明  

 

令和２年３月２日提出  

 

多可町長  吉 田 一 四  


